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（
町
民
税
務
課
）

　

毎
年
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま

で
の
１
年
間
に
農
業
を
営
み
農
産
物

の
販
売
金
額
に
よ
る
収
入
等
が
あ
っ

た
人
は
、
申
告
を
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
た
だ
し
、
事
業
と
し
て
行
っ
て

い
な
い
農
業
（
農
産
物
を
全
く
出
荷
・

販
売
せ
ず
に
、
自
家
用
の
飯
米
や
野

菜
の
み
の
場
合
）
に
つ
い
て
は
、
申
告

の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
平
成
26
年
１
月
か
ら
記
帳
・
帳
簿

等
の
保
存
が
必
要
に
な
り
ま
し
た

・
記
帳
す
る
内
容

　

売
上
な
ど
の
収
入
金
額
、
仕
入
れ

や
経
費
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、

取
引
の
年
月
日
・
売
上
先
・
仕
入

先
・
経
費
の
金
額
等
を
帳
簿
に
記
載

し
ま
す
。

・
帳
簿
等
の
保
存

　

収
入
金
額
や
必
要
経
費
を
記
載
し

た
帳
簿
の
ほ
か
、
取
引
に
伴
っ
て
作
成

し
た
帳
簿
や
受
け
取
っ
た
請
求
書
・

領
収
書
な
ど
の
書
類
を
保
存
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
収
入
金
額
や
必
要

経
費
を
記
載
し
た
帳
簿
は
７
年
、
そ

の
他
（
請
求
書
・
領
収
書
等
）
は
５
年

保
存
が
必
要
で
す
。

○
事
前
相
談
会
の
お
知
ら
せ

　

農
業
所
得
の
申
告
は
、
収
入
の
大

小
に
か
か
わ
ら
ず
、
申
告
者
ご
自
身

に
よ
る
収
支
計
算
の
も
と
行
う
も
の

で
す
。
今
年
度
も
平
成
29
年
２
月
に

農
業
所
得
事
前
相
談
会
を
予
定
し
て

い
ま
す
。
確
定
申
告
は
、
例
年
混
雑

し
ま
す
。
申
告
が
ス
ム
ー
ズ
に
進
む

よ
う
に
ぜ
ひ
相
談
会
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

※
青
色
申
告
は
、
納
税
者
自
ら
税
法

に
従
っ
て
計
算
し
、
納
税
す
る
制

度
で
す
。
役
場
で
の
申
告
受
付
は

で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

町
民
税
務
課　

税
務
Ｇ

　

☎
（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

（
町
民
税
務
課
）

　

土
地
や
家
屋
に
対
す
る
固
定
資
産

税
は
、
毎
年
１
月
１
日
現
在
で
課
税

さ
れ
ま
す
。
年
内
に
家
屋
の
滅
失

（
取
り
壊
し
）
や
増
築
・
改
築
を
さ

れ
た
場
合
、
ま
た
は
売
買
な
ど
に
よ

り
未
登
記
家
屋
の
所
有
者
が
変
わ
っ

た
場
合
に
は
、
町
民
税
務
課
ま
で
届

出
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
土
地
の
現
況
地
目
を
変
更

し
て
い
る
場
合
に
も
同
様
で
す
。

　

た
だ
し
、
す
で
に
法
務
局
で
登
記

を
済
ま
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
届

出
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
堤
防
強
化
事
業
で
の
移
転
者
の
み

な
さ
ん
へ

　

年
内
に
家
屋
（
新
家
屋
）
が
完

成
し
、
買
収
契
約
し
た
家
屋
（
旧
家

屋
）
の
取
り
壊
し
が
年
明
け
に
な
る

と
、
新
旧
両
方
の
家
屋
に
固
定
資
産

税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

固
定
資
産
税
は
１
月
１
日
現
在
で

の
取
扱
に
な
り
ま
す
の
で
、
家
屋
の

完
成
時
期
と
買
収
家
屋
の
取
り
壊
し

時
期
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

町
民
税
務
課　

税
務
Ｇ

　

☎
（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

　

国
民
年
金
保
険
料
を
社
会
保
険
料

控
除
と
し
て
申
告
す
る
場
合
に
、
一

年
間
に
納
付
し
た
国
民
年
金
保
険
料

を
証
明
す
る
書
類
等
を
添
付
す
る
こ

と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
生
命
保
険
会
社
等
か

ら
送
付
さ
れ
る
控
除
証
明
書
と
同
様

に
、
一
年
間
に
納
付
し
た
国
民
年
金

保
険
料
の
額
を
証
明
し
た
控
除
証
明

書
（
ハ
ガ
キ
）
が
、
日
本
年
金
機
構

よ
り
11
月
上
旬
か
ら
順
次
送
付
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

年
末
調
整
ま
た
は
確
定
申
告
の
手

続
き
の
際
は
必
ず
こ
の
証
明
書
や
領

収
証
書
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

下
館
年
金
事
務
所

　

☎
０
２
９
６

（25）
０
８
１
１

（
生
活
安
全
課
）

　

有
害
鳥
獣
（
カ
ラ
ス
）
の
銃
器
に

よ
る
駆
除
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま

す
。

○
１
回
目　
12
月
４
日
㈰

○
２
回
目　
１
月
８
日
㈰

　

両
日
と
も
日
の
出
か
ら
日
の
入
り

ま
で
（
悪
天
候
で
も
実
施
し
ま

す
）

○
実
施
区
域　
五
霞
町
全
域

○
お
問
い
合
わ
せ

　

生
活
安
全
課　

生
活
環
境
Ｇ

　

☎
（84）
３
６
１
８
（
直
通
）

（
生
活
安
全
課
）

　

生
後
91
日
以
上
の
飼
い
犬
に
は
、

狂
犬
病
予
防
法
に
よ
り
毎
年
１
回
、

予
防
注
射
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

　

ま
だ
、
予
防
注
射
が
お
済
み
で
な

い
場
合
は
、
か
か
り
つ
け
の
動
物
病

院
で
必
ず
実
施
し
て
く
だ
さ
い
。

　

注
射
を
実
施
し
ま
し
た
ら
、
獣
医

師
が
発
行
す
る
「
注
射
済
証
明
書
」

を
生
活
安
全
課
へ
持
参
し
、
狂
犬
病

予
防
注
射
済
票
の
交
付
を
受
け
る
こ

と
も
忘
れ
ず
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

生
活
安
全
課　

生
活
環
境
Ｇ

　

☎
（84）
３
６
１
８
（
直
通
）

（
教
育
委
員
会
）

　

五
霞
町
青
少
年
問
題
協
議
会
主
催

に
よ
る
青
少
年
の
主
張
大
会
を
次
の

と
お
り
開
催
し
ま
す
。

　

児
童
生
徒
が
、
日
頃
の
思
い
や
将

来
の
夢
な
ど
を
発
表
し
ま
す
。
み
な

さ
ん
お
誘
い
合
わ
せ
の
う
え
、
ご
来
場

く
だ
さ
い
。

○
日
時　
12
月
16
日
㈮

　
　
　
　

午
後
１
時
30
分
か
ら

○
会
場　
中
央
公
民
館　

講
堂

○
お
問
い
合
わ
せ

　

教
育
委
員
会　

生
涯
学
習
Ｇ

　

☎
（84）
１
４
６
０
（
直
通
）

第
22
回
青
少
年
の
主
張
大

会
を
開
催
し
ま
す

農
業
所
得
の
申
告
を
お
願

い
し
ま
す

国
民
年
金
保
険
料
控
除
証

明
書
の
送
付
に
つ
い
て

カ
ラ
ス
駆
除
を
実
施
し
ま
す

土
地
・
家
屋
の
届
出
を
お

願
い
し
ま
す

狂
犬
病
予
防
注
射
は
お
済

み
で
す
か


